
佐用町運営有償運送『三日月～播磨科学公園都市線』の更新登録に係る承認について 

 

 みだしの件につきまして、佐用町地域公共交通会議から下記のとおり審議依頼があ

りました。 

 佐用町が道路運送法に基づき、神戸運輸監理部に届出・登録を行い、平成 24年 4月

1日から自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送）として、本町の一部を跨いで運

行している佐用町コミュニティバスについて、登録有効期間の延長更新を行うに当た

り、本協議会の承認が必要となるものです。 

 なお、今回は登録の更新について承認を求めるものであり、運行内容が変更になっ

たものではありません。 
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